
第 73 回 定時株主総会招集ご通知に際しての
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

Ⅰ．業務の適正を確保するための体制
Ⅱ．会社の支配に関する基本方針
Ⅲ．連 結 注 記 表
Ⅳ．個 別 注 記 表
（自 2021年12月１日 至 2022年11月30日）

トーセイ株式会社

法令および当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
https://www.toseicorp.co.jp/）に掲載することにより株主の皆様に提供しておりま
す。
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Ⅰ．業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するために必要な体制（いわゆる内部統制システム）について、
その基本方針を以下のとおり定めております。
① 法令等遵守に関する基本方針
ⅰ）法令等遵守に対する全役職員の意識を徹底する
ⅱ）法令等違反に対するチェック機能を強化する
ⅲ）法令等違反が発生した場合の迅速な対処と情報開示を適時適切に行う
ⅳ）反社会的勢力との取引を根絶する

② 情報の保存および管理に関する基本方針
ⅰ）情報保存管理の重要性に対する全役職員の認識を徹底する
ⅱ）重要情報の漏洩防止への取組みを強化する
ⅲ）重要情報および適時開示すべき情報の把握を徹底するとともに虚偽記載・重大な欠落を
防止する

③ 損失の危険の管理に関する基本方針
ⅰ）企業活動の維持継続に障害となるリスクの認識・分析・評価を徹底する
ⅱ）リスク管理状況のモニタリングを強化する
ⅲ）不測の事態の発生、顕在化の予兆に対する内部報告体制を充実させる
ⅳ）不測の事態や事故等が発生した場合の迅速な対処と情報開示を適時適切に行う

④ 取締役の効率的な職務執行に関する基本方針
ⅰ）経営上の重要事項に関する審議、意思決定を適時適切かつ効率的に行う
ⅱ）経営計画・事業目標における過度な効率性追求を排除し、会社の健全性とのバランスを
認識した意思決定を行う

ⅲ）業務権限規程に従い適切かつ効率的な業務執行が行われるよう体制を整備する

⑤ グループ全体の業務の適正に関する基本方針
ⅰ）グループ各社の役職員に対し企業理念・コンプライアンス意識の浸透を強く推し進め、
グループ各社の法令等遵守を徹底する

ⅱ）グループ各社の事業の維持継続に障害となるリスクの認識・分析・評価を徹底し、不測
の事態に備えるとともに、不測の事態が発生した場合には速やかに報告させる体制を確
立する

ⅲ）グループ全体に係る中期経営計画、単年度事業計画、同予算を策定し、これらの進捗状
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況を定期的に確認するとともに、新たに発生した課題については適時に報告させ、適切
に対処する

ⅳ）グループ各社における重要事項および適時開示すべき事項その他のグループ各社の役職
員の職務執行に関する事項について、グループ各社から当社に速やかに報告させる体制
を確立する

ⅴ）グループ全体にかかる財務報告の適正性を確保するための体制を強化する
ⅵ）グループを利用した不正な行為や通常でない取引を排除する

⑥ 監査役の監査が実効的に行われるための体制に関する基本方針
ⅰ）監査役の職務を補助するための使用人を配し、監査役の指揮命令の下、補助業務を行わ
せる

ⅱ）前項の使用人の取締役からの独立性を確保するとともに、その使用人の人事異動・人事
評価等、人事に関する事項に関しては監査役会の同意を得る

ⅲ）取締役会における議案審議、重要事項の報告に加え、業務執行上の重要会議への監査役
の出席、その他取締役、重要な使用人と監査役の定期的な面談を実施するとともに、重
大な損失発生およびその予兆や法令等違反・不正行為を発見した全役職員から監査役へ
の速やかな報告および監査役からの求めに対する速やかな報告を徹底する

ⅳ）グループ各社の経営に起因する重大な損失発生およびその予兆や法令等違反・不正行為
を発見したグループ各社の役職員またはこれらの者から報告を受けた当社役職員から監
査役へ速やかに報告を行わせる体制を確立し徹底させるとともに、監査役から報告を求
められた場合には速やかに報告させる

ⅴ）当社およびグループ各社の役職員が監査役に前二項の報告をしたことを理由として不利
な取扱いを行わないことを周知徹底する

ⅵ）グループ全体にわたる内部通報制度を整備し、内部通報があった場合には速やかに監査
役に報告する

ⅶ）監査役が費用の前払い等の請求をしたときは、職務の執行に必要でないと認められた場
合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する

ⅷ）取締役は監査役監査に対する理解と協力支援に努めるとともに、監査役からの指導事項
について積極的に改善する

ⅸ）グループ全体の監査役監査の充実を果たすため、取締役は監査役に対して必要な協力を
行う
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当社は、前掲の基本方針の下、関連法令等の改正や当社グループの事業環境の変化、事業
の拡大等を踏まえた「内部統制システムの整備運用計画」を毎期定め、継続して内部統制シ
ステム構築に取り組んでおります。
当連結会計年度末（2022年11月30日）時点における「当社グループの内部統制システ

ム」の整備・運用状況は、以下のとおりであります。
※文中の主要会議
会 議 名 開催頻度 出 席 者

取 締 役 会 月１回＋臨時 取締役、監査役

取 締 役 会 事 前 協 議 会 月１回＋随時 常勤取締役、常勤監査役、管理部門担当執行役員

コーポレートガバナンス会議 月１回 常勤取締役、常勤監査役

経 営 会 議 月２回＋臨時 執行役員、監査役

リスク・コンプライアンス委員会 月１回
執行役員（執行役員社長を除く）、部署長、グループ各
社のリスク管理・コンプライアンス担当役員、常勤監査
役

情 報 開 示 委 員 会 月１回＋臨時 情報開示担当役員、統括執行役員、委員長が指名する執
行役員

① 法令等遵守
ⅰ）法令等遵守に対する意識の徹底
毎期初に「リスク管理・コンプライアンスプログラム」を策定し、各種法令関連研修、

リーガルマインド醸成施策の実施を継続し、併せて、グループの全ての役員および従業員
を対象とした「コンプライアンス・企業理念アンケート」を毎期実施し、問題点の把握お
よび対応策の検討を行い、次期のプログラムにおける各施策に反映しております。
当連結会計年度においては、顧問弁護士を講師に招き、公益通報者保護法、個人情報保
護法など、当連結会計年度中に改正法が施行された関連法令に関する研修を実施するとと
もに、グループ理念に関する常勤の取締役による講話を動画配信するなど、適法・適正な
事業活動の推進に傾注いたしました。
また、「リスク・コンプライアンス委員会」（全部署長参加）、「事業法務連絡会」（事業
部門の全部署長参加）を毎月開催し、法改正、所管省庁等からの通達等の周知を図るとと
もに、同委員会での審議結果は毎月の取締役会において報告させております。
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ⅱ）法令等違反に対するチェック機能の強化
取締役会における社外取締役３名、監査役４名（全員社外監査役）の体制による監視・

監督に加え、監査役と社外取締役の意見交換会および監査役と顧問弁護士の意見交換会を
定期的に開催し、業務執行を行う取締役の法令等違反の予兆につき確認を行っておりま
す。
また、常勤監査役による当社事業に関する業務監査および子会社調査、内部監査部によ
る当社およびグループ各社に対する内部監査に加えて、部署ごとに行う自主点検をそれぞ
れ実施したほか、社内・社外・監査役の３つの窓口を有する内部通報制度の運用を継続す
るとともに、通報者保護を含めた制度の理解促進のための研修を継続して実施しておりま
す。
なお、当連結会計年度においては、改正公益通報者保護法（2022年６月施行）に適切
に対応すべく、関係する社内規程等の改定を実施し、通報者保護の重要性をあたらめて役
員、従業員に周知いたしました。
ⅲ）法令等違反に対する迅速な対処と情報開示
取締役会を始め、常勤取締役の出席する重要会議や委員会において、法令等違反の予
兆、発生の確認、対応指示、状況報告を実施しております。また、重篤な違反や事故等が
発生した場合には、「クライシス広報マニュアル」に基づき、執行役員社長を本部長とす
る危機対策本部を設置し、迅速かつ適切な情報開示を行う体制を定めております。
ⅳ）反社会的勢力との取引根絶
反社会的勢力との一切の関わりを排除すべく、取引開始前の取引先チェックを継続実施

するとともに、反社会的勢力対応研修（グループ全役員・従業員対象）を継続実施してお
ります。

② 情報の保存および管理
ⅰ）情報保存管理の重要性の認識徹底
当社の全従業員を対象とした個人情報を含む情報資産管理研修（インサイダー取引防止

研修を包含）を毎期実施し、重要情報の取扱いルールの啓蒙、徹底を継続しております。
また、研修を通じて、ルールに違反した場合の会社の措置等を周知し、情報管理に対する
意識の高揚に努めております。
当連結会計年度においては、改正法が施行された「個人情報保護法」への適正な対応に
加えて、情報管理態勢の強化に向けて従業員等のITリテラシー向上に資する研修（全22
科目、30時間研修）を実施いたしました。また、急増するネットワーク犯罪による情報
漏洩や情報隔離のリスクを低減すべく、模擬的な標的型攻撃メールの訓練や外部の第三者
機関による社内ネットワークの脆弱性診断等を実施いたしました。
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ⅱ）重要情報の漏洩防止への取組み強化
情報資産（紙媒体、データ）の取扱いルールの遵守状況につき、全部署において自主点
検を実施するとともに、内部監査部による監査を実施し、ルール違反者への罰則の強化、
個別指導を継続実施しております。
当連結会計年度においては、グループ各社のIT環境維持や保守等に関する外部の業務委
託先との契約を見直し、当社を含めた情報システムの管理態勢の充実を図りました。ま
た、一部の契約において、電子契約（署名）サービスを導入し、重要情報を含む書類等の
社外流出の抑止に取り組んでおります。
ⅲ）重要情報・適時開示情報の把握の徹底、虚偽記載等の防止
「情報開示委員会」を月例ならびに臨時で開催し、適時開示情報の把握、開示方法等の

確認を実施しております。また、上場規則等の改定に伴う適時開示に関するルール変更等
を同委員会において月次で確認し、毎月の取締役会において報告させております。

③ 損失の危険の管理
ⅰ）リスクの認識・分析・評価の徹底
毎期初に定める「リスク管理・コンプライアンスプログラム」に従い、当社グループの
事業に影響の大きい約30項目の重要リスクの抽出調査（年１回）の実施に加えて、不動
産市況、取引実態、金融機関融資状況を踏まえたストレステスト（年２回）を実施し、そ
の結果を取締役会において報告させております。
また、グループ各社に対しても、各社の業容に照らしたリスク管理やコンプライアンス
推進上の計画策定を指示し、親会社組織が適切にこれを支援するよう注力しております。
ⅱ）リスク管理状況のモニタリング強化
毎月開催のリスク・コンプライアンス委員会において、顕在化したリスクへの対応状況
の確認、潜在的なリスクの情報収集を継続実施し、その内容を毎月の取締役会において報
告させるとともに、対応結果につき、内部監査部によるモニタリングを実施しておりま
す。
ⅲ）不測の事態の発生、顕在化の予兆に対する内部報告体制の充実
全従業員に対して、全体朝礼や各種研修、会議等を通じて、部署長への迅速な報告の励
行を促すとともに、部署長に対しては、常勤取締役および監査役への報告義務につき周知
を継続しております。
ⅳ）不測の事態等が発生した場合の迅速な対処と情報開示
不測の事態、自然災害等が発生した場合には、執行役員社長を本部長とする危機管理対

策本部を設置し、情報収集、事実確認、対応策の検討と実施、適切な情報開示を迅速に行
うこととしております。
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当連結会計年度においては、2021年末からの新型コロナウイルス感染症の拡大（第６
波）傾向を受けて、同感染症向けワクチンの職域接種（２回目）を実施し、事業への深刻
な影響の抑止に努めました。また、「クライシス広報マニュアル」を定期的に見直し、時
勢に対応したクライシスの想定や対応策を継続検討しております。

④ 取締役の効率的職務執行
ⅰ）経営上の重要事項に関する適時適切かつ効率的な審議、意思決定の実施
取締役会（定時および臨時）における審議を効率的かつ充実したものにするために、毎
月開催する「経営会議」および「取締役会事前協議会」において、取締役会決議事項の事
前協議を実施しております。
ⅱ）経営計画等における過度な効率性追求の排除、健全性とのバランスの追求
３ヵ年の中期経営計画達成に向けた年度事業計画、年度予算を策定しております。
各連結会計年度の事業計画、予算の策定に際しては、国内外の経済環境、不動産市況等

の事業環境を分析し、過度な目標設定を行わぬよう現業部署およびグループ各社との個別
協議を実施し、当社取締役会において連結予算として最終決定しております。
ⅲ）適切かつ効率的な業務執行に向けた体制整備
事業内容の変化、新規事業を含めた事業拡大に伴う従業員増加、グループ会社の増加等
に対し、適切かつ効率的に業務執行を行うために、必要な組織改定等を実施しておりま
す。

⑤ グループ全体の業務の適正
ⅰ）グループ各社の役職員の法令等遵守の徹底
当社およびグループ各社が独自に行う各種研修等を通じて、グループ理念の浸透、コン
プライアンス意識の向上に努めております。また、当社およびグループ各社策定のリスク
管理・コンプライアンスプログラムの実践、当社のリスク・コンプライアンス委員会等へ
のグループ各社の担当責任者の出席を通じて、コンプライアンスに関する情報共有を行う
とともに、当社が作成する法令等遵守のための社内報「コンプライアンス・マインド」を
グループ各社に配布し、周知を図るほか、グループ全役員・従業員対象のコンプライアン
ス・企業理念アンケートを毎期継続実施し、グループ各社の問題点の把握および対応策の
検討を行っております。
ⅱ）グループ各社の事業に関するリスクの認識・分析・評価の徹底と不測の事態への対応
グループ各社の経営、事業に関する主要なリスク（約30項目）につき、毎期、リスク

評価を実施するとともに、当社の常勤取締役、管理部門の執行役員等にグループ各社の取
締役または監査役を兼務させることで、グループ各社のリスク対応状況を監視、監督させ
ております。
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また、グループ各社の経営状況、リスク対応状況につき、当社の取締役会または取締役
会事前協議会、ならびにリスク・コンプライアンス委員会において毎月報告させておりま
す。加えて、グループ各社の対応状況、結果につき、当社内部監査部による随時の内部監
査、あるいはモニタリングを実施するほか、必要に応じて外部機関によるチェックを実施
し、その結果を当社取締役会において報告させております。
なお、当連結会計年度においては、引き続き、新型コロナウイルス感染症の予防に関す

る措置をグループ間で共通的に実施するほか、新たにグループに入社した従業員に対して
は、当社グループのリスク管理やコンプライアンスに関する基本的な方針の共有に注力い
たしました。
ⅲ）グループ全体に係る中期経営計画、年度事業計画、年度予算の策定、進捗管理の実施、
新たな課題への適切な対応
当社グループの３ヵ年中期経営計画達成に向けたグループ各社の年度事業計画、年度予

算を策定しております。なお、策定に際しては、国内外の経済環境、グループ各社の行う
事業を取り巻く環境を分析し、過度な目標設定を行わぬよう、グループ各社との個別協議
を実施した後に、当社取締役会において、連結予算として最終決定しております。
年度事業計画および予算の進捗状況につき、毎月、グループ各社の代表取締役より当社
取締役会または取締役会事前協議会において報告させるとともに、半期ごとに実施するグ
ループ各社との成長戦略会議で新たな課題への対応の協議、次半期の注力項目の確認等を
行っております。
ⅳ）グループ各社における重要事項等の当社への迅速な報告体制の確立
グループ各社の経営上の重要事項、潜在的なリスクにつき、当社の取締役会事前協議
会、リスク・コンプライアンス委員会において、月次で報告させております。なお、不測
の事態が発生した場合には、当社リスク・コンプライアンス委員会委員長に速やかに報告
させるとともに、当社およびグループ各社の役員を含む対策会議を立ち上げ、グループと
しての対応策の協議、実施、ならびに適時適切な情報開示を行うこととしております。
ⅴ）グループ全体の財務報告の適正性を確保するための体制強化
財務報告の適正性、迅速な連結決算業務の遂行を確保すべく、四半期決算ごとに当社経
営管理部とグループ各社の経理担当部署の会議を実施し、情報共有、指導等を行っており
ます。また、財務報告の適正性を担保すべく、内部統制（J-SOX）年度計画を策定し、当
社内部監査部による評価を実施するとともに、監査法人による監査を行っております。
加えて、一部のグループ会社の経理業務を当社が受託するシェアードサービスにより、

グループ全体の財務報告の適正性を担保する体制の強化を図っております。
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ⅵ）グループを利用した不正行為、通常でない取引の排除
毎月の取締役会事前協議会におけるグループ各社からの経営報告のほか、当社の社外取

締役と監査法人との意見交換会（年２回）、当社常勤監査役と主要なグループ各社の代表
取締役との意見交換会（年２回）、および常勤監査役による子会社調査（年１回）を通じ
て、当社取締役および監査役が不正行為や通常でない取引につき監視しております。な
お、当社ならびにグループ各社間の重要な取引は当社取締役会に事前報告させる社内ルー
ルを定めております。

⑥ 監査役の監査が実効的に行われるための体制
ⅰ）監査役の職務を補助するための使用人の配置
内部監査部を担当部署と定め、監査役の指揮命令の下、内部監査部員に監査役の職務の
補助ならびに監査役会事務局の業務を行わせております。
ⅱ）前項の使用人の取締役からの独立性の確保
内部監査部員の人事評価、賞罰や人事異動に関しては、監査役会の事前同意を得て実施
しております。
ⅲ）重大な損失発生およびその予兆や法令等違反・不正行為を発見した全役職員から監査役
への報告および監査役からの求めに対する速やかな報告
常勤取締役・常勤監査役で構成する「コーポレートガバナンス会議」（毎月開催）のほ
か、常勤監査役が行う代表取締役社長との面談（毎月開催）、他の常勤取締役および各部
署長との定期的な面談において適時適切な報告を実施しております。
また、当社常勤監査役、当社内部監査部、監査法人による三様監査意見交換会を定期開
催（半期ごとに１回）しております。
また、内部通報制度については、当社の常勤監査役を常設の通報窓口として周知するほ
か、リスク・コンプライアンス委員会委員長宛の社内窓口および外部委託先宛の社外窓口
に寄せられる内部通報は、全て常勤監査役に速やかに報告することとしており、通報事実
が速やかに常勤監査役に伝達される仕組みを構築しております。
ⅳ）グループ各社の経営に起因する重大な損失発生およびその予兆や法令等違反・不正行為
を発見したグループ全役職員から監査役への報告および監査役からの求めに対する速や
かな報告
当社取締役会事前協議会におけるグループ各社の月次経営報告、主要なグループ各社の
代表取締役と当社常勤監査役の定期面談時に、重大な損失の発生および予兆、経営上の重
要なリスクにつき報告させております。また、グループの全役員、全従業員に対し、法令
等違反や不正行為を発見した場合には速やかに当社監査役に報告する義務があることを朝
礼や研修等の場で継続的に周知しております。
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ⅴ）当社およびグループ各社の役員従業員が監査役に報告をしたことによる不利な取扱い禁
止の周知徹底
監査役への報告や内部通報を行った者が不利な取扱いを受けないことを規程に明記し、

研修等を通じた周知を継続することに加えて、社内イントラ上での制度説明や従業員に配
布するリーフレット等にも、その主旨を明記しております。
当連結会計年度に開催したコンプライアンス研修において、当社の取締役による講話を
動画として広く配信し、特に当社グループの内部通報等による通報者保護の姿勢につい
て、周知することに努めました。
ⅵ）グループ全体にわたる内部通報制度の整備、内部通報の監査役への速やかな報告
社内・社外・監査役の３つの窓口を有する内部通報制度の運用を継続しており、社内・

社外窓口への内部通報は、速やかに監査役に報告し、通報が無い場合はその旨を月例報告
しております。
また、各窓口の連絡先を記載したリーフレットをグループ全役員従業員に配布するとと
もに、コンプライアンス研修、朝礼での訓示、ポスター掲示等を通じての周知を継続して
実施しております。
ⅶ）監査役の職務執行に関わる費用の手当
監査役の監査活動、研鑽に要する費用を予算計上し、その支出に関しては適時に支払い

を実施するとともに、監査活動に必要な予算外の支出についても適切に対応しておりま
す。
ⅷ）監査役監査に対する取締役の理解と協力支援、監査役からの指導事項の積極的な改善
定時株主総会終了後に開催される取締役会において、監査役監査年間計画の説明を受
け、その理解と協力に努めております。また、常勤監査役の監査活動につき、月次で報告
を受けるほか、会議体等を通じて監査役からなされた指摘事項については、３ヵ月に一
度、取締役会において、その対応状況を報告しております。
ⅸ）グループ全体の監査役監査の充実を果たすための取締役の協力
取締役会、取締役会事前協議会、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会におい
て、監査役にグループ全体の経営状況、リスク情報等を報告し、情報共有を図っておりま
す。また、代表取締役を始めとする常勤取締役、部署長、主要なグループ会社の代表取締
役等と常勤監査役の定期面談の実施、グループ会社監査役連絡会（半期ごと）の開催に際
して、常勤取締役は、常勤監査役が必要とする協力を行っております。
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Ⅱ．会社の支配に関する基本方針
① 基本方針の内容

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内
容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利
益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えて
います。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全

体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買
付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定
するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益

に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるも
の、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社
の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収
者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするも
の等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社の財務および事業の方針を決定する者たる資質としては、特に、当社グループの能力

の最大化につながる「不動産と金融の融合」を可能とする多様な事業領域およびそれらの周
辺事業領域を自社グループの総合力でカバーする体制、ならびにこれらの事業を支える不動
産と金融等の専門的な知識・経験をもった従業員、多彩な価値創造技術を支える能力や情報
ネットワークの構築に基づき時間をかけて醸成してきた不動産業界における信用および総合
的事業を可能とするノウハウへの理解が必要不可欠です。当社株式の大量買付を行う者が、
当社の財務および事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を
理解したうえで、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価
値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を

行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このよう
な者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価
値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

― 10 ―

2023年01月23日 17時03分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



② 基本方針実現のための取組み
（イ）基本方針の実現に資する特別な取組み

当社グループは、企業価値の向上を果たすべく３ヵ年単位の中期経営計画を策定し、事
業を推進しております。
現中期経営計画「Infinite Potential 2023」（2020年12月～2023年11月）の概要

は、事業報告「１企業集団の現況に関する事項（４）対処すべき課題」に記載のとおりで
すが、当連結会計年度においては、同計画に掲げる「既存事業の拡大」の施策として、賃
貸収益拡大に向けた固定資産取得やファンドアセットマネジメント受託資産残高の積上げ
に注力いたしました。
また、「新たな収益モデルの創出」の施策として、さらなる競争力強化に向け、多様な

不動産ファンドスキームの構築および不動産再生事業・不動産ファンド事業とデジタルト
ランスフォーメーション（DX）を融合させる施策を推進し、「トーセイ不動産クラウド
TREC FUNDING」にて区分マンションを投資対象に組み入れたTREC３号・４号を販売
したほか、NFT（非代替性トークン）などの不動産テックの領域について研究を進めまし
た。さらに、前事業年度に開始した国内不動産を裏付けとしたセキュリティ・トークン発
行に向けた取組みも継続しております。
サステナビリティおよびESG経営の推進に関しては、サステナビリティ推進に係る基本

規程や気候変動リスクマネジメントに関する規程の整備を行うとともに、ESG情報開示の
充実や社内啓発、グリーンローン活用などを進めました。また、S分野の施策として、「ト
ーセイルグープ人権方針」を制定し、新たな社会貢献メニューの検討等を行いました。
中期経営計画に掲げる目標を着実に達成すること、適正なコーポレート・ガバナンスを

実現することを通じて、企業集団としての価値向上に努め、株主共同の利益の確保・向上
を図っていく所存であります。

（ロ）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配され
ることを防止するための取組み
当社は、2021年２月25日開催の第71回定時株主総会の承認を得て、「当社株式の大量

取得行為に関する対応策（買収防衛策）」を更新しました（以下、更新後の買収防衛策を
「本プラン」といいます。）。
（ⅰ）本プランの目的

本プランは、当社株式の大量取得が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をす
るために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保
すること等を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買収を抑止し、当社
の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としております。

（ⅱ）対象となる買付等
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本プランは、①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が
20％以上となる買付その他の取得、または②当社が発行者である株券等について、
公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計
が20％以上となる公開買付けに該当する行為もしくはこれに類似する行為またはこ
れらの提案（当社取締役会が別途認めたものを除くものとし、以下「買付等」とい
い、買付等を行おうとする者を「買付者等」といいます。）がなされる場合を対象と
します。

（ⅲ）意向表明書の提出
買付者等は、買付等の開始または実行に先立ち、別途当社の定める書式により、本

プランの手続を遵守する旨の誓約文言等を含む書面（買付者等の代表者による署名ま
たは記名捺印のなされたもの）および当該署名または捺印を行った代表者の資格証明
書（以下これらをあわせて「意向表明書」といいます。）を当社に対して提出してい
ただきます。意向表明書には、買付者等の氏名または名称、住所または本店、事務所
等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内における連絡先および企図されて
いる買付等の概要等を明示していただきます。

（ⅳ）買付者等に対する情報提供の要求
当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、買付説明書の様式を買付

者等に対して交付いたします。買付者等は、当社が交付した書式に従い、下記の各号
に定める情報等を記載した書面を当社取締役会に対して提出していただきます。
なお、当社取締役会が最初に買付説明書の様式を買付者等に交付した日の翌日から

起算して60日を、当社取締役会および独立委員会が買付者等に対して情報提供を要
請し、買付者等が回答を行う期間（以下「情報提供期間」といいます。）の上限とし
て設定し、仮に本必要情報が十分に提供されない場合であっても、情報提供期間が上
限に達したときは、当該時点までに提供された情報をもって直ちに「独立委員会検討
期間」（(ⅴ)にて後述いたします。）を開始するものといたします（ただし、買付者等
からの合理的な理由に基づく要請がある場合には、当社取締役会および独立委員会
は、必要な範囲でこれを延長することがあります。）。
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( a) 買付者等およびそのグループ（共同保有者、特別関係者、（ファンドの場合は）
各構成員および買付者等を被支配法人等とする者の特別関係者を含みます。）の
詳細（名称、資本構成、財務内容、経営成績、法令遵守状況、当該買付者等によ
る買付等と同種の過去の取引の詳細、その結果対象会社の企業価値に与えた影響
等を含みます。）

(b) 買付等の目的、方法および具体的内容（対価の価額・種類、時期、関連する取引
の仕組み、方法の適法性、条件、実行の蓋然性等を含みます。）

( c) 買付等の価額およびその算定根拠（前提等を含みます。）
(d) 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の名称、調

達方法および関連する取引の内容等を含みます。）
(e) 買付等に関して第三者との間における意思連絡の有無およびその内容
( f ) 買付等の後における当社および当社グループの経営方針、経営体制、事業計画、

資本政策、配当政策、および資産運用方針
(g) 買付等の後における当社の株主（買付者等を除く。）、従業員、取引先、顧客その

他の当社に係る利害関係者等に対する対応方針
(h) 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策
( i ) その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報

（ⅴ）独立委員会による検討等
独立委員会は、買付者等および（当社取締役会に対して情報の提供を要求した場合

には）当社取締役会からの情報等（追加的に提供を要求したものも含みます。）を受
領した日または情報提供期間が終了した日のいずれか早い日から原則として最長60
日が経過するまでの間、買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の経営計画・
事業計画等に関する情報収集・比較検討、当社取締役会の提示する代替案の検討等を
行います（かかる独立委員会による情報収集および検討に要する時間を「独立委員会
検討期間」といいます。）。また、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の
利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれ
ば、直接または間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行うものとします。
独立委員会は、買付者等による買付等が下記の（ⅸ）記載の要件のいずれかに該当

すると判断した場合、引き続き買付者等より情報提供や買付者等との間で協議・交渉
等を行う必要がある等の特段の事情がある場合を除き、当社取締役会に対して、新株
予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行います。
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（ⅵ）取締役会の決議等
当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当ての

実施または不実施等の決議を行うものとします。ただし、下記の（ⅶ）に基づき株主
意思確認総会を開催する場合には、当社取締役会は、当該株主意思確認総会の決議に
従い決議を行うものとします。

（ⅶ）株主意思確認総会の開催
当社取締役会は、本プランに従った新株予約権の無償割当てを実施するに際して、

①独立委員会が新株予約権の無償割当ての実施に際して、予め株主意思の確認を得る
べき旨の留保を付した場合、または②ある買付等について発動事由その２の該当可能
性が問題となっている場合で、取締役会が善管注意義務に照らし株主意思確認総会の
開催に要する時間等を勘案したうえで株主意思を確認することが適切と判断する場合
には、株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）を招集し、新株予約権の
無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することができるものとします。

（ⅷ）情報開示
当社は、本プランの各手続の進捗状況、独立委員会による勧告等の概要、当社取締

役会の決議の概要、株主意思確認総会の決議の概要その他当社取締役会が適切と考え
る事項について、適時に情報開示を行います。

（ⅸ）新株予約権無償割当ての要件
本プランの発動として新株予約権の無償割当てを実施するための要件は、下記のと

おりです。なお、下記の要件の該当性については、必ず独立委員会の勧告を経て決定
されることになります。

記
発動事由その１
本プランに定められた手続に従わない買付等であり（買付等の内容を判断するため

に合理的に必要とされる時間や情報の提供がなされない場合を含む。）、かつ新株予約
権の無償割当てを実施することが相当である場合
発動事由その２
以下の各号のいずれかに該当し、かつ新株予約権の無償割当てを実施することが相

当である場合
( a) 以下に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明
白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合
・株券等を買い占め、その株券等について当社または当社の関係者に対して高値
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で買取りを要求する行為
・当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社
の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為
・当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流
用する行為
・当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等
を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配
当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為

( b) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の
買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を
行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付
等である場合

( c ) 買付等の条件（対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実行の蓋然性、買付等
の後の経営方針または事業計画、および当社の他の株主、従業員、顧客、取引先
その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針等を含みます。）が当社の本源
的価値に鑑み不十分または不適当な買付等である場合

( d) 当社の企業価値を生み出すうえで必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先等と
の関係や当社のブランド力または企業文化を損なうこと等により、当社の企業価
値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合

( e) 買付者等の経営者または主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれてい
る場合等、公序良俗の観点から買付者等が当社の支配権を取得することが著しく
不適切である場合

（ⅹ）新株予約権の概要
本プランにおいて無償割当てを行う新株予約権は、１円を下限として当社株式１株

の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内において、当社取締役会が決定し
た金額を払い込むことにより行使し、原則として当社株式１株を取得することがで
き、また、買付者等を含む非適格者等による権利行使が認められないという行使条
件、および当社が非適格者等以外の者から原則として当社株式１株と引換えに新株予
約権１個を取得することができる旨の取得条項が付されております。

（ⅺ）本プランの有効期間
本プランの有効期間は、第71回定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。ただし、
有効期間の満了前であっても、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行
われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。
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（ⅻ）株主に対する影響
本プラン導入後であっても、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、株主

の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、本プランが発動され、
新株予約権無償割当てが実施された場合、株主の皆様が新株予約権行使の手続を行わ
ないとその保有する株式が希釈化される場合があります（ただし、当社が当社株式を
対価として新株予約権の取得を行った場合、株式の希釈化は生じません。）。

③ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
当社の中期経営計画およびコーポレート・ガバナンス強化等の各施策は、当社の企業価

値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたも
のであり、まさに当社の基本方針に沿うものです。
また、本プランは、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるための枠組みであり、

基本方針に沿うものです。特に、本プランは、買収防衛策に関する指針（経済産業省等）の
定める三原則を充足していること、その更新について株主総会の承認を得ており、また、有
効期間が最長約３年間と定められたうえ、取締役会によりいつでも廃止できるとされている
こと、独立性の高い社外取締役等によって構成される独立委員会が設置され、本プランの発
動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、発動の内容として
合理的な客観的要件が設定されていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家を利用
することができるとされていること、取締役会は一定の場合に本プランの発動の是非につい
て株主意思確認総会において株主の皆様の意思を確認することとしていること、取締役会の
構成員の過半数を交替させてもなお発動を阻止できない買収防衛策（デッドハンド型）では
なく、また取締役の期差選任制により取締役会の構成員の過半数を交替させるのに時間を要
する買収防衛策（スローハンド型）ではないことなどにより、その公正性・客観性が担保さ
れており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位
の維持を目的とするものではありません。
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Ⅲ．連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結計算書類の作成基準

連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準に準拠して作
成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、国際会計基準で求められ
る開示項目の一部を省略しております。

（2）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数及び連結子会社の名称
・連結子会社の数 12社
・連結子会社の名称 トーセイ・コミュニティ㈱

トーセイ・アセット・アドバイザーズ㈱
トーセイ・ロジ・マネジメント㈱
トーセイ・ホテル・マネジメント㈱
トーセイ・ホテル・サービス㈱
㈱プリンセススクゥエアー
トーセイ賃貸保証合同会社
TOSEI SINGAPORE PTE. LTD.
岸野商事㈱
㈱増田建材店
三起商事㈱
磯子アセットマネジメント㈱

② 連結の範囲の変更に関する事項
当連結会計年度中に、磯子アセットマネジメント株式会社およびスリーフォールド株式
会社の株式を取得し、連結の範囲に含めております。
株式会社プリンセススクゥエアーを存続会社とする吸収合併に伴い、株式会社プリンセ
スホールディングス、株式会社アイ・カンパニー、株式会社ジー・ピー・アセットおよび
株式会社レッツクリエイションが消滅したため、連結の範囲から除外しております。
また、トーセイ・アーバンホーム株式会社およびスリーフォールド株式会社は清算が結
了したことに伴い、連結の範囲から除外しております。
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（3）持分法の適用に関する事項
持分法を適用すべき関係会社はありません。

（4）会計方針に関する事項
① 金融商品
（ⅰ）金融資産の評価基準及び評価方法
当社グループは、金融資産に対する投資を、償却原価で測定する金融資産、その他の包
括利益を通じて公正価値で測定する金融資産、純損益を通じて公正価値で測定する金融資
産のカテゴリーに分類しております。この分類は、資産の性質および当該資産がどのよう
な目的に従って取得されたかに応じて行っており、当初認識時に投資の分類を決定し、毎
期末日に分類が適切かどうかについて再評価を行っております。
（A）金融資産の分類
（ａ）償却原価で測定する金融資産

以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しており
ます。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする
事業モデルに基づいて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払いのみであ
るキャッシュ・フローが特定の日に生じる。
償却原価で測定する金融資産は、支払額が固定もしくは決定可能なデリバティブ以

外の金融資産で、活発な市場における公表価格が存在しないものであります。
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（ｂ）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（負債性金融資産）
以下の要件をともに満たす場合には、その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業
モデルに基づいて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払いのみであ
るキャッシュ・フローが特定の日に生じる。
当初認識後は、公正価値で測定し、その事後的な変動をその他の包括利益として認

識しております。なお、当連結会計年度末において、当社グループは、その他の包括
利益を通じて公正価値で測定する金融資産（負債性金融資産）は保有しておりませ
ん。

（ｃ）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（資本性金融資産）
資本性金融資産は、一部を除きその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融

資産に分類しております。
当社グループの保有する、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

（資本性金融資産）のうち、上場有価証券の公正価値は、公表市場価格で測定されま
す。活発な市場を有しない金融資産や非上場有価証券の場合には、当社グループは一
定の評価技法等を用いて公正価値を算定します。評価技法としては、最近における第
三者間取引事例、実質的に同等な他の金融商品価格の参照、割引キャッシュ・フロー
法等を使用しております。

（ｄ）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定する

金融資産以外の金融資産を、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類して
おります。

（B）認識と事後測定
金融資産の購入および売却は、取引日、すなわち当社グループが当該資産の購入また

は売却を約定した日に認識されます。また、金融資産は、当該資産からのキャッシュ・
フローを受領する権利が消滅もしくは譲渡され、当社グループが当該資産の所有に伴う
全てのリスクと経済価値を実質的に移転した時点で、認識が中止されます。金融資産
は、公正価値に当該金融資産に直接帰属する取引費用を加算した金額で当初認識され、
以後は公正価値で測定されます。
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（C）減損
当社グループは、四半期毎に金融資産もしくは金融資産グループについて減損の客観

的な証拠があるかどうかについて評価を行っており、そのような証拠が存在する場合に
は減損損失を認識しております。償却原価で測定する金融資産のうち、営業債権および
その他の債権に関する減損の客観的な証拠は、債務者の重要な財政困難、破産の可能
性、支払不能あるいは重要な遅延等であります。これらの資産の帳簿価額は、当初の実
効金利で割り引いた見積将来キャッシュ・フローの現在価値と帳簿価額との差額として
計算された減損損失の額を基礎として、引当金勘定を通してその帳簿価額を切り下げて
おります。資産が回収不能になった場合は、減損損失額を金融資産の帳簿価額から直接
減額しております。
以前に償却された額の戻入は、減損と同じ損益項目で認識しております。当初の実効

金利で割り引いた見積将来キャッシュ・フローの現在価値の増加により減損損失の額が
減少し、当該金額が客観的に測定可能である場合には、その後の会計期間における損益
において当該引当金の減少額が認識されます。以前に減損された資産の帳簿価額は、減
損損失がなかった場合の償却原価を超えない範囲で増加されます。
資本性金融資産の場合には、減損の証拠があるかどうかの判定において、発行体が営

んでいる事業環境に生じた不利な影響を伴う重大な変化に関する情報で、投資の取得原
価が回収できない可能性や、公正価値の取得原価に対する著しい下落または長期にわた
る下落があるかどうかについても考慮されます。資本性金融資産について減損の証拠が
ある場合には、その他の包括利益累計額を直ちに利益剰余金に振り替えております。

（ⅱ）金融負債の評価基準及び評価方法
当社グループは、金融負債を当社グループが当該金融商品の契約の当事者になる取引

日に認識しております。
当社グループは、金融負債が消滅した場合、つまり、契約上の義務が免責、取消また

は失効となった場合に、金融負債の認識を中止しております。
また、当社グループは、金融負債を公正価値で当初認識し、実効金利法に基づき償却

原価で事後測定しております。
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で評価しております。正
味実現可能価額は、見積売価から販売にかかる費用を控除して算出されます。
棚卸資産の取得原価は、購入代価、開発費用、借入コストおよびその他関連支出を含む
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個別に特定された支出から構成されます。
また、開発不動産にかかる借入金に対して支払われる借入コストは、開発が終了するま

での期間にわたり開発不動産の取得原価の一部として、個別法を基礎として資産化してお
ります。

③ 重要な減価償却資産の減価償却方法
（ⅰ）有形固定資産

当社グループは、有形固定資産の測定に「原価モデル」を採用しております。
有形固定資産は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した帳簿

価額で表示しております。取得原価には、資産の取得に直接付随する支出、資産の解
体・撤去および設置していた場所の原状回復費用および適格資産の取得、建設または生
産に直接起因する借入コストが含まれます。
すでに認識されている有形固定資産に係る取得後の支出は、当該項目に関連する将来

の経済的便益が当社グループにもたらされる可能性が高く、当該支出を信頼性をもって
測定できる場合に限り資産の帳簿価額に含めております。日常的に行う有形固定資産の
保守費用は、発生時に純損益として認識しております。
土地および建設仮勘定以外の資産の減価償却は、以下の見積耐用年数にわたり、主と

して定額法により計算しております。また、定率法による減価償却が、当該資産から生
じる将来の経済的便益が消費されるパターンをより良く反映する場合には、定率法を採
用しております。
建物及び構築物 ３－50年
工具、器具及び備品 ３－20年
見積耐用年数、残存価額および減価償却方法は、毎期見直しを行い、必要に応じて改

定しております。
（ⅱ）投資不動産

投資不動産とは、賃貸収入またはキャピタル・ゲイン、もしくはその両方を得ること
を目的として保有する不動産であります。通常の営業過程で販売する不動産や管理目的
で使用する不動産は含まれておりません。
当社グループは、投資不動産の測定に「原価モデル」を採用しております。
投資不動産の当初認識は取得原価によって行われ、その後は減価償却累計額および減

損損失累計額を控除した帳簿価額で表示しております。投資不動産の減価償却は、以下
の見積耐用年数にわたり、主として定額法により計算しております。また、定率法によ
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る減価償却が、当該資産から生じる将来の経済的便益が消費されるパターンをより良く
反映する場合には、定率法を採用しております。
建物及び構築物 ３－50年
工具、器具及び備品 ３－10年
見積耐用年数、残存価額および減価償却方法は、毎期見直しを行い、必要に応じて改

定しております。
（ⅲ）のれん及び無形資産
（A）のれん

のれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した帳簿価額で表示しております。の
れんの償却は行わず、毎期または減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テスト
を実施しております。のれんの減損損失は連結包括利益計算書において認識され、その
後の戻入れは行っておりません。

（B）無形資産
当社グループは、無形資産の測定に「原価モデル」を採用しております。また、無形

資産は、取得原価から償却累計額および減損損失累計額を控除した帳簿価額で表示して
おります。耐用年数を確定できる無形資産は、見積耐用年数に基づき定額法で償却して
おります。なお、見積耐用年数および償却方法は毎期見直しを行い、変更があった場合
は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用します。
主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。
・ソフトウエア ５年
すでに認識されている無形資産に係る取得後の支出は、当該項目に関連する将来の経

済的便益が当社グループにもたらされる可能性が高く、当該支出を信頼性をもって測定
できる場合に限り資産の帳簿価額に含めております。それ以外の支出は、発生時に純損
益として認識しております。
取得したソフトウエアについては、購入対価(値引きやリベート控除後の純額)および

意図された利用のための当該資産の準備に直接起因する支出を含む取得原価によって当
初認識しております。
耐用年数を確定できない無形資産については、償却を行わず、毎期または減損の兆候

が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しております。
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（ⅳ）リース
当社グループは、契約の締結時に契約がリースであるかまたはリースを含んでいるか

を判定しております。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり
対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるかまたはリースを含んでいる
と判定しております。契約がリースであるかまたはリースを含んでいると判定した場
合、リース契約はリース開始日に使用権資産およびリース負債を認識しております。
リース負債は未払リース料総額の現在価値で測定し、使用権資産は、リース負債の当

初測定の金額に、開始日以前に支払ったリース料等、借手に発生した当初直接コストを
調整した取得原価で測定しております。
当初認識後は、使用権資産は耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、

定額法で減価償却を行っております。リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負
債の返済額に配分し、金融費用は連結包括利益計算書において認識しております。
ただし、リース期間が12ヶ月以内の短期リースおよび原資産が少額のリースについ

ては、使用権資産およびリース負債を認識せず、リース料をリース期間にわたって、定
額法により費用として認識しております。

④ 非金融資産の減損
当社グループでは、四半期毎に棚卸資産および繰延税金資産を除く非金融資産の帳簿価

額について、減損の兆候の有無を判定しております。減損の兆候が存在する場合には、そ
の資産またはその資産の属する資金生成単位毎の回収可能価額を見積り、減損テストを行
っております。のれんおよび耐用年数を確定できない無形資産については、毎年同時期お
よび減損の兆候が存在する場合にはその都度、当該資産の回収可能価額を見積り、減損テ
ストを行っております。
資金生成単位は、他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立

したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資産グループとしております。
回収可能価額は、売却費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額となりま

す。資産または資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回った場合、資産または資金
生成単位の帳簿価額は回収可能価額まで切り下げられます。
帳簿価額と回収可能価額との差額は、減損損失として純損益に認識されます。
のれんに関連する減損損失は戻入れを行っておりません。
のれん以外の資産に関しては、過年度に認識された減損損失について、損失の減少また

は消滅の可能性を示す兆候が存在しているかどうかを評価しております。そのような兆候
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が存在する場合は、当該資産または資金生成単位の回収可能価額の見積りを行っておりま
す。
その回収可能価額が、当該資産または資金生成単位の帳簿価額を超える場合、減損損失

を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費または償却費を控除した後の帳簿
価額を超えない金額を上限として減損損失を戻入れ、純損益として認識しております。
⑤ 重要な引当金の計上基準

引当金は、過去の事象から生じた法的または推定的債務で、当該債務を決済するために
経済的便益が流出する可能性が高く、当該債務について信頼性のある見積りができる場合
に認識しております。
⑥ 従業員給付
（ⅰ）確定給付型年金制度

確定給付型年金制度に関する債務は、従業員が過年度および当年度において提供した
サービスの対価として獲得した将来給付額を見積り、当該金額を現在価値に割り引くこ
とによって算定しております。割引率は、償還期日が当社グループの債務と概ね整合し
ている優良社債の利回りを用いております。当該債務の計算は、年金数理人によって予
測単位積増方式を用いて行っております。当社は、確定給付型年金制度から生じる再測
定額をその他の包括利益として認識し、同額を利益剰余金に振り替えております。

（ⅱ）確定拠出型年金制度
確定拠出型年金制度は、雇用主が一定額の掛金を他の独立した企業に拠出し、その拠

出金以上の支払義務を負わない退職後給付制度であります。確定拠出型年金制度の拠出
は、従業員がサービスを提供した期間に純損益として認識しております。

（ⅲ）短期従業員給付
短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点

で純損益として認識しております。
賞与および有給休暇費用については、それらを支払う法的もしくは推定的な債務を有

し、信頼性をもって見積ることができる場合に、それらの制度に基づいて支払われると
見積られる額を負債として認識しております。
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⑦ 収益
（ⅰ）顧客との契約から生じる収益

当社グループは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息および配当金等、IFRS第16
号「リース」に基づく賃貸収入等を除く顧客との契約について、以下の５ステップアプ
ローチに基づき収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時点で（または充足するに応じて）収益を認識

する

当社グループは、「不動産再生事業」、「不動産開発事業」、「不動産賃貸事業」、「不動
産ファンド・コンサルティング事業」、「不動産管理事業」、「ホテル事業」を主な事業と
しております。これらの事業から生じる収益は顧客との契約に従い計上しており、各事
業の履行義務に関する情報、 取引価格の決定方法、収益の認識時期等は、以下のとお
りであります。

（不動産再生事業）
資産価値の劣化したオフィスビルや商業施設、賃貸マンション等を取得し、エリアの

特性やテナントのニーズを取り込んだ「バリューアッププラン」を検討したうえで、最
適と判断したバリューアップを施した「再生不動産」を投資家・不動産ファンド・自己
利用目的の事業法人等に販売する事業であり、顧客との不動産売買契約等に基づき物件
の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充
足されるものであり、引渡時点において収益を認識しております。取引価格は不動産売
買契約等により決定され、契約締結時に売買代金の一部を手付金として受領し、物件引
渡時に残代金の支払を受けております。

（不動産開発事業）
取得した土地のエリア・地型・用途・ニーズ・賃料・販売価格等を検証し、その土地

の価値最大化につながる開発・新築を行い、一棟販売あるいは分譲販売する事業であり
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ます。当該事業における履行義務およびその充足時期、取引価格の決定方法、収益の認
識時期等については、不動産再生事業と同様であります。

（不動産賃貸事業）
東京都区部を中心に自社が所有するオフィスビル・マンション・店舗・駐車場をエン

ドユーザー等に賃貸する事業であり、顧客との賃貸借契約に基づき、電気・ガス・水道
等のサービスを利用可能にする義務を負っております。当該履行義務はサービスが提供
される一定期間にわたり充足されるものであり、顧客が使用した電気・ガス・水道等の
使用量を測定し、この測定した使用量に請求単価を乗じた金額を収益として認識してお
ります。代金は前月分を当月末に支払を受けております。

（不動産ファンド・コンサルティング事業）
不動産ファンドに対して、信託受益権等の取得、処分および保有期間中の管理運用等

のアセットマネジメント業務を提供する事業であります。
アセットマネジメント契約に基づき、信託受益権等の取得、処分および保有期間中の

管理運用等に関するサービスを提供する義務を負っております。
信託受益権等の取得、処分に関するサービスの履行義務はサービス提供が完了した一

時点で充足されるものであり、完了時点において収益を認識しております。取引価格は
当該契約により決定され、取得時または処分時に代金の支払を受けております。
一方、保有期間中の管理運用等に関するサービスの履行義務はサービスが提供される

一定期間にわたり充足されるものであり、報酬計算期間毎に信託受益権の簿価等に対し
一定の利率を乗じた金額を当該計算期間にかかる収益として認識しております。取引価
格は当該契約により決定され、代金は四半期毎等に支払を受けております。

（不動産管理事業）
不動産の設備管理、清掃、保安警備、テナント管理、テナント募集等を行う事業であ

ります。
不動産管理契約に基づき、設備管理や清掃等のサービスを提供する義務を負ってお

り、当該履行義務は一定期間にわたり充足されるものであり、管理報告書を毎月指定日
までに入手し、契約に基づいた金額を収益として認識しております。取引価格は契約に
より決定され、代金は当月分を翌月末に支払を受けております。
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（ホテル事業）
首都圏を中心とした自社ホテルの企画、運営等を行う事業であります。
宿泊約款に基づき、ホテルの宿泊利用サービスを提供する義務を負っております。当

該履行義務はサービス提供が完了した一時点で充足されるものであり、完了時点におい
て収益を認識しております。取引価格は宿泊約款および近隣相場等により決定され、宿
泊客の出発時またはホテルからの請求時に代金の支払を受けております。

なお、不動産賃貸事業、不動産ファンド・コンサルティング事業、不動産管理事業に
おいて、一定期間にわたり充足する履行義務については、顧客との契約内容に従って履
行義務が充足される時点を判断しており、サービスの提供の進捗度に応じて、あるいは
サービス提供完了時にアウトプット法により収益を認識しております。

（ⅱ）賃貸用不動産のオペレーティング・リース
オペレーティング・リースに係る収益は、リース期間にわたって定額法で認識してお

ります。
（ⅲ）利息収入

利息収入は、実効金利法により認識しております。
（ⅳ）配当収入

配当収入は、配当を受け取る権利が確定した時点で認識しております。
⑧ 重要なヘッジ会計の方法

デリバティブの当初認識は、デリバティブ契約を締結した日の公正価値で行い、当初認
識後は各期末日の公正価値で再測定しております。
当社グループは、変動金利の借入に関連する将来キャッシュ・フローの変動をヘッジす

るため、金利スワップ契約を締結しております。ヘッジ開始時に締結したデリバティブ契
約をキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定し、文書化を行っております。
当社グループはまた、ヘッジ開始時および継続的にヘッジ取引に利用したデリバティブ

がヘッジ対象の公正価値またはキャッシュ・フローの変動を相殺するため極めて有効的で
あるかどうかについての評価をしております。
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定され、かつその要件を満たすデリバティブ取引

の公正価値の変動は、その他の包括利益を通じて、資本で認識されます。デリバティブ取
引の公正価値の変動のうち非有効部分は、直ちに純損益で認識されます。
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⑨ 外貨換算の方法
（ⅰ）外貨建取引

外貨建取引は、取引日における為替レートで当社グループ各社の機能通貨に換算して
おります。期末日において再測定する外貨建資産および負債は、期末日の為替レートで
機能通貨に再換算しております。公正価値で測定される外貨建の非貨幣性資産および負
債は、当該公正価値の測定日における為替レートで機能通貨に再換算されます。
これらの取引の決済から生じる為替差額ならびに外貨建の貨幣性資産および負債を期

末日の為替レートで換算することによって生じる為替差額は、純損益で認識しておりま
す。但し、非貨幣性項目の利益または損失がその他の包括利益に計上される場合は、為
替差額もその他の包括利益に計上しております。

（ⅱ）在外営業活動体
在外営業活動体の資産および負債については、期末日の為替レート、収益および費用

については、その期間の平均為替レートを用いて日本円に換算しております。但し、当
該平均為替レートが、取引日における為替レートの累積的影響の合理的な概算値とはい
えない場合には、取引日の為替レートで換算しております。
在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる為替換算差額は、その他の包括利益で認

識しております。在外営業活動体について、支配の喪失や重要な影響力を喪失するよう
な処分がなされた場合には、当該在外営業活動体に関連する累積換算差額は、処分され
た期間に純損益として認識されます。
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（5）会計上の見積りに関する注記
棚卸資産の評価
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
販売用不動産 74,267,531千円
仕掛販売用不動産 21,036,231千円
棚卸資産評価損(△は戻入額) △576,133千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
（ⅰ）算出方法

販売用不動産および仕掛販売用不動産については、取得原価と正味実現可能価額のいず
れか低い価額で評価しております。正味実現可能価額は、個別物件ごとに見積売価から販
売にかかる費用を控除して算出しており、正味実現可能価額が取得原価を下回った場合に
は、取得原価を正味実現可能価額まで切り下げ、差額を棚卸資産評価損として売上原価に
計上しております。また、経済的状況の変化等により、正味実現可能価額の回復が明らか
な場合には、取得原価を上限として棚卸資産評価損の戻入れを行います。

（ⅱ）主要な仮定
正味実現可能価額の算定に当たり、投資家向け物件については、賃料、空室率、賃貸費
用等に関し、市場の動向、類似不動産の取引事例、過去の実績等を総合的に勘案のうえ決
定しております。割引率については、類似の取引事例や金利推移等を踏まえ決定しており
ます。また、必要に応じて、不動産鑑定評価を取得しております。
住宅分譲については、直近の販売実績や市場の動向等を踏まえたうえで決定しておりま
す。
当該会計上の見積りにあたっては、販売用不動産および仕掛販売用不動産の正味実現可
能価額の算定の基礎となる売価およびバリューアップや建築費用等の開発コストの見積り
は個別物件ごとに行われますが、長期にわたる不動産開発および売却活動の中で、経済環
境や金利の変動、不動産市場における競合状況や不動産開発における外部要因、新型コロ
ナウイルス感染症等の影響を受けております。

（ⅲ）翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
主要な仮定は連結計算書類作成時点における最善の見積りに基づき決定しております
が、経済環境の悪化等により、想定外の事象が生じ主要な仮定が変動した場合には、正味
実現可能価額の算定に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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固定資産の減損
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
有形固定資産 22,963,356千円
投資不動産 39,864,258千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
（ⅰ）算出方法

資産または資産グループにおいて減損が生じている可能性を示す兆候の有無を判定し、
兆候がある場合には、資金生成単位の回収可能価額を見積もっています。回収可能価額
は、処分コスト控除後の公正価値と使用価値とのうち、いずれか高い価額としておりま
す。資金生成単位の回収可能価額が当該単位の帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

（ⅱ）主要な仮定
ホテルについては、将来キャッシュ・フローの算定に当たり、前提となる稼働率、平均
客室単価等については、市場の動向、過去の実績等を総合的に勘案のうえ決定しておりま
す。使用価値を算定する場合の割引率については、類似の取引事例や金利推移等を踏まえ
決定しております。処分コスト控除後の公正価値については、周辺の取引事例、不動産鑑
定評価、路線価等に基づき適切と考えられる金額を設定しております。回収可能価額は、
将来キャッシュ・フローの見積りおよび割引率に基づく使用価値と処分コスト控除後の公
正価値のいずれか大きい方によって測定されますが、事業計画においては、新型コロナウ
イルス感染症による影響から回復するとの前提に基づいた将来キャッシュ・フローの基礎
となるホテル事業の将来の稼働率、平均客室単価および割引率を主要な仮定としておりま
す。
ホテル以外については、将来キャッシュ・フローの算定に当たり、前提となる賃料、空
室率、賃貸費用等については、市場の動向、類似不動産の取引事例、過去の実績等を総合
的に勘案のうえ決定しております。使用価値を算定する場合の割引率については、類似の
取引事例や金利推移等を踏まえ決定しております。処分コスト控除後の公正価値について
は、周辺の取引事例、不動産鑑定評価、路線価等に基づき適切と考えられる金額を設定し
ております。

（ⅲ）翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
主要な仮定は連結計算書類作成時点における最善の見積りに基づき決定しております
が、経済環境の悪化等により、想定外の事象が生じ主要な仮定が変動した場合は、処分コ
スト控除後の公正価値または使用価値の算定に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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（6）追加情報
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて
当社グループでは、棚卸資産の評価、固定資産の減損会計および繰延税金資産の回収可能
性等の会計上の見積りにおいて、新型コロナウイルス感染症の拡大が、将来の収益に一定の
影響を与えると仮定しております。
当連結会計年度において、ホテルおよび商業施設以外の不動産市況は既に回復していると
認識しておりますが、ホテルおよび商業施設については、新型コロナウイルス感染症の影響
が当面継続し、2023年11月末に向け、徐々に回復していくとの見通しをもっております。

２．連結財政状態計算書に関する注記
（1）担保提供資産

担保資産の内容及びその金額
棚卸資産 89,623,916千円
有形固定資産 21,485,468千円
投資不動産 34,025,422千円
合計 145,134,807千円

担保に係る債務の金額
有利子負債 118,911,154千円
合計 118,911,154千円

（2）資産から直接控除した貸倒引当金 4,681千円
（3）資産に係る減価償却累計額

有形固定資産 3,024,940千円
投資不動産 3,261,935千円

（4）資産の保有目的の変更
保有目的の変更に伴い以下の資産振り替えを行っております。
投資不動産から棚卸資産 2,645,443千円
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３．連結持分変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 48,683,800株 －株 －株 48,683,800株

（2）自己株式の種類及び総数に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 900,022株 774,300株 250,200株 1,424,122株

（注）１．自己株式数の増加は、主に会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得によるもので
あります。

２．自己株式数の減少は、ストック・オプションの行使によるものであります。

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等
2022年２月25日開催第72回定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 1,815,783千円
・１株当たり配当金額 38円
・基準日 2021年11月30日
・効力発生日 2022年２月28日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな
るもの
2023年２月24日開催予定第73回定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配当金の総額 2,410,243千円
・１株当たり配当金額 51円
・配当の原資 利益剰余金
・基準日 2022年11月30日
・効力発生日 2023年２月27日

（4）当連結会計年度末における新株予約権の目的となる株式の数
当社普通株式 337,300株（93,000株）
（注）自己新株予約権については、（外書き）により表示しております。
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４．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、主に不動産再生事業および不動産開発事業において商品となる不動産の
仕入に必要な資金を銀行借入により調達しております。資金運用については安全性の高い金
融資産（預金等）で運用しております。また、一部の借入金の金利変動リスクに対して金利
スワップ取引を実施しております。なお、デリバティブは借入金の金利変動リスクを回避す
るために利用し、投機的な取引は行いません。
営業債権およびその他の債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関

しては、取引先毎の期日管理および残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、定
期的に経営会議へ報告され、個別に把握および対応を行う体制としております。
その他の金融資産は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、定期的に時価を把握し、経営会議へ報告することとしております。
営業債務およびその他の債務は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
社債および借入金は、主に不動産再生事業および不動産開発事業において商品となる不動

産の仕入に係る資金調達であり、ほとんどが変動金利であるため、金利の変動リスクに晒さ
れております。当該リスクに関しては、各金融機関毎の金利の一覧表を定期的に作成し、金
利の変動状況をモニタリングしております。
なお、一部の借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図る

ためにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しており、ヘッジ対
象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の金利変動等を基礎にして有効性の評価を
しております。
また、社債および借入金は、金融機関から調達しており、当社グループに対する取引姿勢

の変化等により、資金調達が制約される流動性リスクに晒されております。当該リスクに関
しては、当社グループの資金需要に関する情報および資金繰り状況を的確に把握し、取引金
融機関とのリレーション強化に努め、資金調達手段の多様化を図っております。
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（2）金融商品の公正価値等に関する事項
当連結会計年度末における連結財政状態計算書計上額、公正価値およびこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。
連結財政状態計算書
計上額（千円） 公正価値（千円） 差額（千円）

金融資産
償却原価で測定する金融資産
（1）現金及び現金同等物 31,767,008 31,767,008 －
（2）営業債権及びその他の債権 8,977,304 8,977,304 －
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産
（3）その他の金融資産 7,219,963 7,219,963 －
金融負債
償却原価で測定する金融負債
（4）営業債務及びその他の債務 7,428,561 7,428,561 －
（5）有利子負債 124,847,546 124,832,181 △15,364

金融商品の公正価値算定方法
① 現金び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、短期有利子
負債
これらのうち短期間で決済されるものについては、帳簿価額は公正価値に近似しておりま
す。但し、金利スワップ取引の公正価値は、金融機関による時価に基づいております。
② その他の金融資産
上場有価証券の公正価値は、公表市場価格で測定されます。活発な市場を有しない金融資
産や非上場有価証券の場合には、当社グループは一定の評価技法等を用いて公正価値を算定
します。評価技法としては、最近における第三者間取引事例、実質的に同等な他の金融商品
価格の参照、割引キャッシュ・フロー法等を使用しております。
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③ 長期有利子負債
長期有利子負債のうち、変動金利によるものの公正価値については、短期間で市場金利が
反映されるため、帳簿価額に近似しております。固定金利によるものの公正価値について
は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在
価値により算定しております。

（3）公正価値ヒエラルキー
以下は、金融商品を当初認識した後、公正価値で測定された金融商品の分析です。金融商
品の公正価値をレベル１からレベル３まで分類しております。
レベル１：活発な市場における公表価格により測定された公正価値
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公

正価値
レベル３：観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出さ

れた公正価値

(単位：千円)
当連結会計年度(2022年11月30日)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産 7,054,562 40,317 125,083 7,219,963

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産
(デリバティブ)(注)

－ 63,749 － 63,749

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融負債
(デリバティブ)(注)

－ 3,580 － 3,580

(注) 変動金利の借入に関連する将来キャッシュ・フローの変動をヘッジするための金利スワップ契約でありま
す。なお、指定されたキャッシュ・フロー・ヘッジに関しキャッシュ・フローが発生すると見込まれる期
間およびそれらが純損益に影響を与えると見込まれる期間は当連結会計年度末より４年以内であります。
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レベル３に分類された金融商品に係る期首残高から期末残高への調整は、以下のとおりであ
ります。

(単位：千円)
当連結会計年度

(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)

期首残高 447,918
取得 43,361
包括利益
損益(注)１ △53
その他の包括利益（注）２ △737
処分 △365,405
期末残高 125,083
（注）１.全て不動産ファンド・コンサルティング事業にかかる損益であり、連結包括利益計算書上の「売上高」

または「売上原価」に含まれております。
２.その他の包括利益に認識した利得または損失は、連結包括利益計算書上の「その他の包括利益を通じて
測定する金融資産の純変動」に表示しております。

５．投資不動産に関する注記
（1）投資不動産の状況に関する事項

当社および一部の連結子会社では、東京都を中心に、賃貸収益を得ることを目的として賃
貸オフィスビル等を所有しております。

（2）投資不動産の公正価値に関する事項
当連結会計年度末における投資不動産の連結財政状態計算書計上額および公正価値は、次

のとおりであります。
（単位：千円）

連 結 財 政 状 態 計 算 書 計 上 額
当連結会計年度末
の 公 正 価 値当連結会計年度

期 首 残 高
当連結会計年度
増 減 額 当連結会計年度末残高

投資不動産 39,812,070 52,188 39,864,258 75,206,426

（注） １．連結財政状態計算書計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額
であります。

２．当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は、新規取得（3,172,982千円）、主な減少額は、事業方
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針の変更による棚卸資産への振替（2,645,443千円）であります。
３. 当連結会計年度末の公正価値は、「不動産鑑定評価基準」に準じた方法により自社で算定した金額で
あります。

６．収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から認識した収益の分解
当社グループは、「不動産再生事業」、「不動産開発事業」、「不動産賃貸事業」、「不動産ファ
ンド・コンサルティング事業」、「不動産管理事業」および「ホテル事業」の６つを主な事業
としております。これらの事業から生じる収益は、顧客との契約に従い計上しており、約束
した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
各報告セグメントの売上収益と、種類別に分解した売上収益との関連は以下のとおりであ
ります。

当連結会計年度（自2021年12月１日 至2022年11月30日）
（単位：千円）

不動産
再生事業

不動産
開発事業

不動産
賃貸事業

不動産ファ
ンド・コン
サルティン
グ事業

不動産
管理事業

ホテル事業 合計

不動産の販売 37,477,067 13,776,235 － － － － 51,253,303

サービスの提供 － 16,523 615,365 5,442,529 6,228,354 1,817,405 14,120,178

その他の源泉から
認識した収益

－ － 5,468,426 1,493 － 110,085 5,580,005

外部顧客への
売上高

37,477,067 13,792,758 6,083,791 5,444,022 6,228,354 1,927,490 70,953,486

(注） その他の源泉から認識した収益には、IFRS第16号「リース」およびIFRS第９号「金融商品」で認識される収益が含まれていま
す。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等(4)会計方針に関
する事項 ⑦ 収益」に記載のとおりであります。
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(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約残高

（単位：千円）
2021年12月1日時

点
2022年11月30日

時点
顧客との契約から生じた債権 1,535,199 1,831,472

契約負債 1,069,240 1,187,749

(注) １. 顧客との契約から生じた債権は、連結財政状態計算書において「営業債権及びその他の債権」に含ま
れており、契約負債は、「営業債務及びその他の債務」に含まれております。

２. 契約負債は主に顧客からの前受金に関するものであります。当該前受金は、主として不動産の販売に
おいて、契約締結時に顧客から受け取る手付金および保有不動産の賃貸において、顧客から受領する
翌月分以降の賃料であります。当連結会計年度に認識した収益のうち、2021年12月１日現在の契約
負債残高に含まれていたものは、1,062,046千円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務
上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しています。また、顧客との契
約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

７．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり親会社所有者帰属持分 1,529円65銭
（2）基本的１株当たり当期利益 181円66銭

８．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

９．その他の注記
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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Ⅳ．個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ 時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっ

ております。
・販売用不動産 個別法
・仕掛販売用不動産 個別法
・貯蔵品 最終仕入原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。また、一部の資産に
ついては、定率法を採用しております。

② 無形固定資産
（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における見積利用可能期間に基づく定額法を

採用しております。
③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額
の当事業年度負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額を、
費用処理することとしております。

④ 賃貸事業損失引当金 転貸借契約等に係る損失に備えるため、支払義務のある賃料等
総額から転貸による見込賃料収入等総額を控除した金額を計上
しております。

（4）収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容お
よび当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりで
あります。

（不動産再生事業）
資産価値の劣化したオフィスビルや商業施設、賃貸マンション等を取得し、エリアの特
性やテナントのニーズを取り込んだ「バリューアッププラン」を検討したうえで、最適と
判断したバリューアップを施した「再生不動産」を投資家・不動産ファンド・自己利用目
的の事業法人等に販売する事業であり、顧客との不動産売買契約等に基づき物件の引渡し
を行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるも
のであり、引渡時点において収益を認識しております。取引価格は不動産売買契約等によ
り決定され、契約締結時に売買代金の一部を手付金として受領し、物件引渡時に残代金の
支払を受けております。

― 40 ―

2023年01月23日 17時03分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



（不動産開発事業）
取得した土地のエリア・地型・用途・ニーズ・賃料・販売価格等を検証し、その土地の
価値最大化につながる開発・新築を行い、一棟販売あるいは分譲販売する事業でありま
す。当該事業における履行義務およびその充足時期、取引価格の決定方法、収益の認識時
期等については、不動産再生事業と同様であります。

（不動産賃貸事業）
東京都区部を中心に自社が所有するオフィスビル・マンション・店舗・駐車場をエンド
ユーザー等に賃貸する事業であり、顧客との賃貸借契約に基づき、電気・ガス・水道等の
サービスを利用可能にする義務を負っております。当該履行義務はサービスが提供される
一定期間にわたり充足されるものであり、顧客が使用した電気・ガス・水道等の使用量を
測定し、この測定した使用量に請求単価を乗じた金額を収益として認識しております。代
金は前月分を当月末に支払を受けております。

（5）その他計算書類作成のための重要な事項
① 外貨建の資産又は負債の本
邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

② ヘッジ会計の処理 繰延ヘッジ処理によっております。

２.会計方針の変更に関する注記
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定
会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金
融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過
的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用す
ることとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。
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３.会計上の見積りに関する注記
棚卸資産の評価
① 当事業年度の計算書類に計上した金額
販売用不動産 58,060,988千円
仕掛販売用不動産 20,710,757千円
棚卸資産評価損(△は戻入額) △931,083千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
（ⅰ）算出方法

販売用不動産および仕掛販売用不動産については、取得原価と正味売却価額のいずれか
低い価額で評価しております。正味売却価額は、個別物件ごとに見積売価から販売にかか
る費用を控除して算出しており、正味売却価額が取得原価を下回った場合には、取得原価
を正味売却価額まで切り下げ、差額を棚卸資産評価損として売上原価に計上しておりま
す。また、経済的状況の変化等により、正味売却価額の回復が明らかな場合には、取得原
価を上限として棚卸資産評価損の戻入れを行います。

（ⅱ）主要な仮定
正味売却価額の算定に当たり、投資家向け物件については、賃料、空室率、賃貸費用等
に関し、市場の動向、類似不動産の取引事例、過去の実績等を総合的に勘案のうえ決定し
ております。割引率については、類似の取引事例や金利推移等を踏まえ決定しておりま
す。また、必要に応じて、不動産鑑定評価を取得しております。
住宅分譲については、直近の販売実績や市場の動向等を踏まえたうえで決定しておりま
す。
当該会計上の見積りにあたっては、販売用不動産および仕掛販売用不動産の正味売却価
額の算定の基礎となる売価およびバリューアップや建築費用等の開発コストの見積りは個
別物件ごとに行われますが、長期にわたる不動産開発および売却活動の中で、経済環境や
金利の変動、不動産市場における競合状況や不動産開発における外部要因、新型コロナウ
イルス感染症等の影響を受けております。

（ⅲ）翌事業年度の計算書類に与える影響
主要な仮定は計算書類作成時点における最善の見積りに基づき決定しておりますが、経
済環境の悪化等により、想定外の事象が生じ主要な仮定が変動した場合には、正味売却価
額の算定に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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固定資産の減損
① 当事業年度の計算書類に計上した金額
有形固定資産 59,289,391千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
（ⅰ）算出方法

資産または資産グループにおいて減損が生じている可能性を示す兆候の有無を判定し、
兆候がある場合には当該資産または資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フ
ローの総額と帳簿価額を比較し、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回
る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上して
おります。回収可能価額は正味売却価額と使用価値とのうち、いずれか高い価額としてお
ります。

（ⅱ）主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの総額の算定に当たり、前提となる賃料、空室率、賃貸
費用等については、市場の動向、類似不動産の取引事例、過去の実績等を総合的に勘案の
うえ決定しております。使用価値を算定する場合の割引率については、類似の取引事例や
金利推移等を踏まえ決定しております。
正味売却価額については、周辺の取引事例、不動産鑑定評価、路線価等に基づき適切と
考えられる金額を設定しております。
ホテル用途で賃貸される固定資産の割引前将来キャッシュ・フローの総額は、新型コロ
ナウイルス感染症による影響から回復するとの前提に基づいた賃料を基礎とし、その見積
りに含まれるホテル事業の将来の稼働率および平均客室単価を主要な仮定としておりま
す。

（ⅲ）翌事業年度の計算書類に与える影響
主要な仮定は計算書類作成時点における最善の見積りに基づき決定しておりますが、経
済環境の悪化等により、想定外の事象が生じ主要な仮定が変動した場合は、正味売却価額
または使用価値の算定に重要な影響を及ぼす可能性があります。

４.追加情報
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて
当社では、棚卸資産の評価、固定資産の減損会計および繰延税金資産の回収可能性等の
会計上の見積りにおいて、新型コロナウイルス感染症の拡大が、将来の収益に一定の影響
を与えると仮定しております。
当事業年度において、ホテルおよび商業施設以外の不動産市況は既に回復していると認
識しておりますが、ホテルおよび商業施設については、新型コロナウイルス感染症の影響
が当面継続し、2023年11月末に向け、徐々に回復していくとの見通しをもっております。
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５.貸借対照表に関する注記
（1）担保提供資産

担保資産の内容及びその金額
販売用不動産 56,971,457千円
仕掛販売用不動産 18,483,685千円
建物 17,513,223千円
土地 36,113,503千円

合計 129,081,869千円

担保に係る債務の金額
短期借入金 699,000千円
１年内返済予定の長期借入金 6,882,952千円
長期借入金 100,007,267千円

合計 107,589,219千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 5,111,493千円
（3）偶発債務

下記の関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。
トーセイ・ロジ・マネジメント㈱ 240,080千円
岸野商事㈱ 587,200千円

（4）関係会社に対する金銭債権債務
① 短期金銭債権 105,215千円
② 長期金銭債権 108,157千円
③ 短期金銭債務 2,020,897千円
④ 長期金銭債務 106,957千円

（5）資産の保有目的の変更
保有目的の変更に伴い以下の資産振り替えを行っております。
有形固定資産から販売用不動産 1,355,087千円
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６．損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高
① 売上高 585,700千円
② 仕入高 994,473千円
③ その他営業取引高 192,960千円
④ 営業取引以外の取引高 4,072,967千円

（2）期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損（戻入
額）が売上原価に含まれております。

△931,083千円

７．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普 通 株 式 900,022株 774,300株 250,200株 1,424,122株

（注）１．自己株式数の増加は、主に会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得によるもので
あります。

２．自己株式数の減少は、ストック・オプションの行使によるものであります。
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８．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税否認 62,684千円
賞与引当金 115,029千円
棚卸資産評価損 146,357千円
退職給付引当金 111,539千円
役員長期未払金 92,680千円
投資の払戻しとした受取配当金 971,376千円
その他 53,730千円
小計 1,553,398千円
評価性引当額 △1,083,778千円
繰延税金資産合計 469,619千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △134,341千円
固定資産圧縮積立金 △679,277千円
繰延ヘッジ損益 △19,519千円
現物配当に伴う交換利益 △205,392千円
繰延税金負債合計 △1,038,531千円
繰延税金負債の純額 △568,911千円
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９．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社

トーセイ・コミュニティ㈱ 所有直接
100％ 役員の兼任 配当金の

受 取 945,000 － －

トーセイ・アセット・
アドバイザーズ㈱

所有直接
100％ 役員の兼任 配当金の

受 取 1,708,000 － －

トーセイ・ロジ・
マネジメント㈱

所有直接
100％ 役員の兼任 配当金の

受 取 780,000 － －

岸 野 商 事 ㈱ 所有直接
100％ 役員の兼任 配当金の

受 取 326,893 － －

三 起 商 事 ㈱ 所有直接
100％ － 配 当金の

受 取 21,157 － －

トーセイ・アーバンホーム㈱ － － 配 当 金の
受 取 203,824 － －

（注）１．配当金の受取については、業績動向を勘案して、合理的に決定しております。
２．トーセイ・アーバンホーム㈱は、2022年５月25日に清算結了しております。

10．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,393円00銭
（2）１株当たり当期純利益 183円35銭

11．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、個別注記表「１.

重要な会計方針に係る事項に関する注記（4）収益及び費用の計上基準」に記載しておりま
す。

12．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

13．その他の注記
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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